
１ 日 時 令和５年12月26日（火）14:00～16:00

２ 場 所 鹿児島県社会福祉センター

３ 開催方法 ハイブリッド方式

４ 参 加 者 〈 会 場 〉病院21名 居宅・包括29名 計50名

〈オンライン〉病院35名 居宅・包括16名 計51名

５ 内容 報告 令和５年度の取組

協議 退院時の情報共有

①情報収集に関する状況について

②-１情報収集の場としての退院前カンファレンスについて

②-2退院前カンファレンス以外の情報収集について

③退院時サマリーの提供について

入退院支援ルールに関する医療・介護合同会議

５ 内容 報告 令和５年度の取組
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入退院支援ルール研修会

１ 日 時 令和５年５月16日（火）14:30～16:00

２ 場 所 かごしま県民交流センター

３ 開催方法 ハイブリッド方式

４ 参 加 者 〈会場〉居宅・包括16名，病院等12名

〈オンライン〉居宅・包括153名，病院等73名

５ 内 容 入退院支援ルールについて，手引きの内容について等

６ 資料配信 県のホームページ上に掲載

（令和５年12月31日まで動画でも配信）

【 令和4年度であげられた課題 】
・ルールが周知されていない。→研修会が必要
・シートが書きづらい。 →情報提供シートの見直しが必要

シート編集部会

１ 開催回数 令和5年7月18日 9:00～11:00

令和５年8月18日（金）9:00～11:00 及び各市で検討作業

２ 開催方法 オンライン

３ 参加者 8名 （鹿児島市４名，日置市２名，いちき串木野市２名）

４ 作業内容

２回のシート編集部会等で，情報共有の現状や手引きの修正等について検

討，新しく作成したシート及び今までのシートの修正への意見，手引きの改

訂（記入例 等）を行った。

５ 結果

・「現在のシートを残して欲しい」との意見があり，新様式と現在のシート

を改訂して4種類のシートを作成。県のホームページに掲載（R6年1月

12日～）

・シートについては，移行期間を令和9年3月まで（次期介護報酬改定の時

期に合わせて）定める。



運用状況調査（アンケート調査）について

１ 作業内容

(1)アンケート項目の検討

(2)居宅支援事業所等へのアンケート依頼

(3)アンケートのとりまとめと集計

２ 回収率

(1)居宅介護支援事業所・地域包括支援センター 97.3％

（調査数224事業所，回収数218事業所）

(2)参加病院 98.3％

（調査数59カ所，回収数58カ所）

介護支援専門員代表者会議

１ 日 時 令和５年11月24日（金）1３:０0～15:00

２ 場 所 かごしま県民交流センター

３ 参加者 50名（鹿児島市43名，日置市４名，いちき串木野市3名）

３ 内 容 アンケート調査結果，テーマ「効果的な情報共有について」の意

見交換，ルールに係るシート編集について

４ 課 題 ・情報共有の必要性への理解

・退院前カンファレンスへの参加やその時期

・急な退院への対応

・個人情報の取扱のルールの共有



病院連絡会議

１ 日 時 令和５年11月24日（金）15:30～17:30

２ 場 所 かごしま県民交流センター

３ 参加者 45名（鹿児島市37名，日置市４名，いちき串木野市４名）

4 内 容 アンケート調査結果，テーマ「情報共有を効果的にするための

工夫点」の意見交換ルールに係るシート編集について

5 課 題 転院や転棟の際の情報が切れないようにする取組が必要

【 会議で出た意見 】

〇退院前カンファレンスは，多くが開催しているが，感染症対策を踏まえ時間や人

数を制限して開催している。

〇退院前カンファレンス以外の情報収集を行っている場合が多い。

〈ケアマネ〉ズームなどICT等を活用している。

〈病院関係者〉・リハビリ状況の映像等の提供。

・試験外泊等に合わせて行われる家屋調査に同席を促す。

・主治医との面会への同席を促す。

〇ケアプランの提供について，「手引き」の文書に関しての意見あり。

⇒ケアマネの介護報酬上の規定では，ケアプランの提供は求められていない。

手引きの「退院支援の手順」について，修正が必要か。

５ 内容 報告 令和５年度の取組５ 内容 協議 退院時の情報共有


